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各検疫所長 殿

医薬食品局食品安全部長

（公 印 省 略）

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令について（施行通知）

今般、「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令」（平成24年厚生労働省令

第93号）が本日公布され、平成24年７月１日から施行されることとなった。

改正の概要等は、下記のとおりであるので、当該改正の概要等につき、関係

者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。

記

第１ 改正の概要

富山県及び石川県で通関する食品等の監視指導体制の強化及び当該業務

の効率化を図るため、食品衛生法施行規則（昭和23年厚生省令第23号。以

下「施行規則」という。）の別表第11を改正し、大阪検疫所の担当区域で

ある富山県及び石川県を、新潟検疫所の担当区域に改めること。

第２ 施行日

平成24年７月１日から施行すること。

第３ 留意事項

１ 富山県及び石川県で通関する輸入食品等に係る届出書の受理について

は、新潟検疫所食品監視課小松空港分室で行うこと。

２ 施行規則第33条第２項の規定に基づく入出力装置の届出について、既

に登録がなされているものについては、改めての届出は不要であること。



（参考）
輸入食品等に係る届出書の受理機関一覧

検疫所名 課（又は官）名 住 所 担 当 区 域

小樽検疫所 食品監視課 〒047-0007 北海道（千歳空港検疫所支所の担当区域を除く。）
北海道小樽市港町5-2
小樽地方合同庁舎

千歳空港検疫所支所 検疫衛生・食品監視課 〒066-0012 北海道（新千歳空港に限る。）
北海道千歳市美々
新千歳空港内

仙台検疫所 食品監視課 〒985-0011 青森県 岩手県 宮城県（仙台空港検疫所支所の担当区
宮城県塩釜市貞山通り3-4-1 域を除く。） 秋田県 山形県 福島県
塩釜港湾合同庁舎

仙台空港検疫所支所 検疫衛生・食品監視課 〒989-2401 宮城県（仙台空港に限る。）
宮城県名取市下増田字南原
仙台空港新旅客ターミナルビル

成田空港検疫所 食品監視課 〒282-0021 千葉県（成田市、香取郡多古町及び山武郡芝山町に限
千葉県成田市駒井野字天並野2159 る。）

東京検疫所 食品監視課 〒135-0064 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都（東京空港検
東京都江東区青海2-7‐11 疫所支所の担当区域を除く。） 山梨県 長野県
東京港湾合同庁舎

食品監視第二課 〒273-0016 千葉県（野田市、柏市、流山市、松戸市、鎌ヶ谷市、船
千葉県船橋市潮見町32-5 橋市、習志野市、浦安市及び市川市に限る。）
船橋港湾合同庁舎

千葉検疫所支所 検疫衛生・食品監視課 〒260-0024 千葉県（成田空港検疫所及び東京検疫所食品監視第二課
千葉市中央区中央港1-12-2 の担当区域を除く。）
千葉港湾合同庁舎

東京空港検疫所支所 食品監視課 〒144-0041 東京都（東京国際空港に限る。）
東京都大田区羽田空港2－6－3
羽田空港貨物合同庁舎内



川崎検疫所支所 食品監視課 〒210-0869 神奈川県（川崎市に限る。）
川崎市川崎区東扇島6-10
かわさきファズ物流センター

横浜検疫所 食品監視課 〒231-0002 神奈川県（川崎検疫所支所の担当区域を除く。）
横浜市中区海岸通1-1
横浜第二港湾合同庁舎

新潟検疫所 食品監視課 〒950-0072 新潟県
新潟市中央区竜が島1-5-4
新潟港湾合同庁舎

食品監視課小松空港分室 〒923-0993 富山県 石川県
石川県小松市浮柳町ヨ50番地先
小松空港ターミナル

名古屋検疫所 食品監視課 〒455-0045 岐阜県 愛知県（中部空港検疫所支所の担当区域を除
名古屋市港区築地町11-1 く。）

清水検疫所支所 統括食品監視官 〒424-0922 静岡県
静岡県静岡市清水区日の出町9-1
清水港湾合同庁舎

中部空港検疫所支所 食品監視課 〒479-0881 愛知県（中部国際空港に限る。）
愛知県常滑市セントレア1-1
中部空港合同庁舎

四日市検疫所支所 検疫衛生・食品監視課 〒510-0051 三重県 和歌山県（新宮市及び東牟婁郡に限る。）
三重県四日市市千歳町5-1
四日市港湾合同庁舎

大阪検疫所 食品監視課 〒552-0021 福井県 滋賀県 京都府 大阪府（関西空港検疫所の担
大阪市港区築港4-10-3 当区域を除く。） 奈良県 和歌山県（四日市検疫所支
大阪港湾合同庁舎 所の担当区域を除く。）

関西空港検疫所 食品監視課 〒549-0021 大阪府（関西国際空港に限る。）
大阪府泉南市泉州空港南１番地
関西空港地方合同庁舎



神戸検疫所 食品監視課 〒652-0866 兵庫県（神戸検疫所食品監視第二課の担当区域を除
神戸市兵庫区遠矢浜町1-1 く。） 岡山県 徳島県 香川県

食品監視第二課 〒658-0031 兵庫県（神戸市東灘区及び灘区に限る。）
神戸市東灘区向洋町東4-16
神戸航空貨物ターミナル

広島検疫所 食品監視課 〒734-0011 広島県（広島空港検疫所支所の担当区域を除く。） 愛
広島市南区宇品海岸3-10-17 媛県 高知県
広島港湾合同庁舎

食品監視課境分室 〒684-0034 鳥取県 島根県
鳥取県境港市昭和町9-1
境港港湾合同庁舎

広島空港検疫所支所 検疫衛生・食品監視課 〒729-0416 広島県（広島空港に限る。）
広島県三原市本郷町善入寺字平岩64
-31
広島空港ターミナルビル

福岡検疫所 食品監視課 〒812-0031 福岡県（門司検疫所支所及び福岡空港検疫所支所の担当
福岡市博多区沖浜町8-1 区域を除く。） 佐賀県 長崎県（長崎検疫所支所の担
福岡港湾合同庁舎 当区域を除く。） 熊本県 大分県

門司検疫所支所 統括食品監視官 〒801-0841 福岡県（北九州市、直方市、飯塚市、田川市、行橋市、
北九州市門司区西海岸1-3-10 豊前市、中間市、遠賀郡、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡、
門司港湾合同庁舎 嘉麻市、宮若市、京都郡及び築上郡に限る。）

統括食品監視官下関分室 〒750-0066 山口県
山口県下関市東大和町1-7-1
下関港湾合同庁舎

福岡空港検疫所支所 食品監視課 〒812-0851 福岡県（福岡空港に限る。）
福岡市博多区大字青木739
福岡空港国際線旅客ターミナルビル

長崎検疫所支所 検疫衛生・食品監視課 〒850-0862 長崎県（壱岐市及び対馬市を除く。）
長崎市出島町1-36



鹿児島検疫所支所 検疫衛生・食品監視課 〒892-0822 宮崎県 鹿児島県
鹿児島市泉町18-2-31
鹿児島港湾合同庁舎

那覇検疫所 食品監視課 〒900-0001 沖縄県（那覇空港検疫所支所の担当区域を除く。）
那覇市港町2-11-1
那覇港湾合同庁舎

那覇空港検疫所支所 検疫衛生・食品監視課 〒901-0142 沖縄県（那覇空港に限る。）
那覇市字鏡水174


